
町
で
は
、
下
記
の
と
お
り
犬

の
新
規
登
録
と
狂
犬
病
の
予
防

注
射
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
犬

を
飼
っ
て
い
る
人
は
、
必
ず
受

け
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
に

は
案
内
状
（
ハ
ガ
キ
）
を
発
送

し
ま
す
の
で
、
当
日
必
ず
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
・
場
所
＝
下
記
の
と
お

り
（
雨
天
決
行
）

▼
持
っ
て
く
る
物
＝

・
案
内
状
（
既
に
登
録
さ
れ
て

い
る
飼
い
主
に
送
付
さ
れ
ま
す
。）

・
注
射
料
金

3
、
3
0
0
円

・
登
録
手
数
料
　
3
、0
0
0
円

（
新
規
登
録
者
の
み
）

※
当
日
、
お
釣
り
が
な
い
よ
う

に
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
生
活
環
境
課

環
境
係

牲
○56
9
1
3
3
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お
知
ら
せ
版

狂
犬
病
予
防
注
射

平成16年度犬の登録及び狂犬病の予防注射日程表

場 所 時 間 場 所 時 間

4
月
20
日
惜

常光坊公民館 午前19：00～19：15 役場（東駐車場） 午後11：00～11：40

三ツ家公民館 午前19：20～19：30 保健センター 午前11：45～12：05

桃 畑 公 民 館 午前19：40～10：15 願成寺公民館 午前12：20～12：40

上郷2区公民館 午前10：25～10：45 上蒲生北公民館 午前12：45～13：00

東館北部公民館 午前10：55～11：15 上蒲生南公民館 午前13：05～13：15

下 町 公 民 館 午前11：25～11：45

4
月
21
日
戚

上郷1区公民館 午前19：00～19：30 西木代公民館 午前11：30～11：40

上郷4区公民館 午前19：40～19：50 西汗下公民館 午後11：00～11：20

西蓼沼公民館 午前10：00～10：10 西汗上公民館 午前11：30～11：45

蓼 沼 児 童 館 午前10：15～10：30 きたはら公園 午前11：50～12：20

中 根 公 民 館 午前10：40～10：55 美 里 公 園 午前12：30～12：50

東 汗 公 民 館 午前11：00～11：20 磯 岡 公 民 館 午前13：00～13：15

4
月
22
日
斥

本 町 公 民 館 午前19：00～19：30 下川中子公民館 午前11：35～11：45

天神町公民館 午前19：40～10：05 西田南公民館 午後11：00～11：10

大 山 児 童 館 午前10：15～10：35 石田コミュニティ 午前11：20～11：30

川中子3区公民館 午前10：45～10：55 下神主公民館 午前11：40～12：00

川中子2区公民館 午前11：05～11：15 ゆうきが丘集会場 午前12：10～12：45

上梁阿久津宅
西側 午前11：20～11：30 鞘 堂 公 民 館 午前12：55～13：15

4
月
23
日
昔

下多功倉庫前 午前19：00～19：25 中央公民館駐車場 午後11：00～11：30

城 台 公 民 館 午前19：35～19：50 五分一公民館 午前11：40～11：50

下 梁 公 民 館 午前10：00～10：10 三 村 公 民 館 午前12：00～12：15

中落合公民館 午前10：20～10：30 坂上本田公民館 午前12：25～12：35

下蒲生公民館 午前10：40～11：00 坂上河原公民館 午前12：45～12：55

愛宕町公民館 午前11：10～11：45 三本木公民館 午前13：05～13：15

4月24日析 役場（東駐車場） 午前19：00～12：00



▼
募
集
住
宅
＝
下
町
第
1
（
昭
和

53
年
築
）
3
Ｄ
Ｋ
１
戸
・
下
町
第

2
（
平
成
1
年
築
）
3
Ｄ
Ｋ
１
戸

▼
受
付
期
間
＝
4
月
1
日
斥
〜

15
日
斥
（
土
・
日
・
祝
祭
日
を

除
く
）

▼
入
居
可
能
日
＝
5
月
1
日
析

▼
家
賃
月
額
＝
1
4
、
8
0
0

円
〜
4
6
、
2
0
0
円
（
入
居
者

の
年
収
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。）

※
入
居
時
に
3
か
月
分
の
敷
金

が
必
要
で
す
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
建
設
課

建
設
係

牲
○56
9
1
4
8

浄
化
槽
を
設
置
す
る
人
に
対

し
、費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
補
助
対
象
区
域
＝
公
共
下
水

道
認
可
区
域
、
流
域
下
水
道
認
可

区
域
、
及
び
農
業
集
落
排
水
事
業

計
画
区
域
を
除
く
町
内
全
域

▼
補
助
金
交
付
対
象
者
＝
平
成

16
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
17
年

3
月
31
日
の
間
に
、
対
象
区
域

内
に
お
い
て
住
宅
に
処
理
対
象

人
員
10
人
以
下
の
浄
化
槽
を
設

置
し
、
使
用
が
可
能
な
人
。

▼
補
助
金
額
＝
補
助
金
は
、
平

成
16
年
度
予
算
の
範
囲
内
で
交

付
し
ま
す
。

・
5
人
槽
相
当3

5
4
、
0
0
0
円

・
6
〜
7
人
槽
相
当

4
1
1
、
0
0
0
円

・
8
〜
10
人
槽
相
当

（
二
世
帯
住
宅
）

5
1
9
、
0
0
0
円

▼
受
付
期
間
＝
平
成
16
年
4
月

1
日
斥
〜
平
成
17
年
1
月
末
日

（
土
・
日
・
祝
祭
日
等
を
除
く
）

▼
問
い
合
せ
先
＝
下
水
道
課

公
共
下
水
道
係

牲
○56
9
1
4
4

町
で
は
、
快
適
な
生
活
環
境

の
確
保
と
河
川
の
水
質
保
全
を

図
る
た
め
、
公
共
下
水
道
事

業
・
農
業
集
落
排
水
事
業
・
浄

化
槽
の
設
置
整
備
事
業
等
に
よ

り
、
家
庭
か
ら
で
る
汚
水
の
浄

化
に
努
め
て
い
ま
す
。

＊
公
共
下
水
道
の
整
備
状
況

平
成
15
年
度
末
現
在
420
ヘ
ク
タ

ー
ル
の
区
域
が
、
公
共
下
水
道
を

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
公
共
下
水
道
事
業
に
よ
り
、

4
月
か
ら
下
水
道
が
使
用
で
き
る

区
域
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
西
蓼
沼
地
区
の
一
部

・
富
士
山
地
区
の
一
部

＊
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
供

用
開
始

平
成
11
年
度
か
ら
事
業
開
始

し
た
上
三
川
北
東
部
地
区
の
農

業
集
落
排
水
事
業
が
平
成
15
年

度
末
で
完
成
し
、
4
月
か
ら
下

水
道
の
使
用
が
で
き
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
使
用
で
き
る
区

域
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
西
木
代
地
区

・
上
文
挾
・
露
無
地
区

・
東
汗
地
区

・
東
蓼
沼
・
中
根
地
区

・
西
汗
地
区
の
一
部

・
西
蓼
沼
地
区
の
一
部

・
上
郷
地
区
の
一
部

※
詳
細
は
下
水
道
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

＊
接
続
は
お
早
め
に

下
水
道
が
使
用
可
能
に
な
っ

た
区
域
で
は
、
す
み
や
か
に
下

水
道
に
接
続
す
る
こ
と
が
法
令

等
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

下
水
道
に
接
続
す
る
た
め
に
必

要
な
排
水
設
備
工
事
は
、
町
指

定
工
事
店
に
直
接
お
申
込
み
く

だ
さ
い
。
な
お
、
下
水
道
の
使

用
可
能
区
域
で
、
ま
だ
接
続
さ

れ
て
い
な
い
ご
家
庭
は
、
早
急

に
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

＊
下
水
道
を
使
用
さ
れ
る
皆
さ

ん
へ
の
お
願
い

次
の
こ
と
を
守
っ
て
、
下
水

道
を
上
手
に
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
上
三
川
町
の
下
水
道
は
汚
水
専

用
で
す
。雨
水
は
流
せ
ま
せ
ん
。

・
水
洗
ト
イ
レ
に
は
、
ト
イ
レ

ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の
紙
は

使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
台
所
で
は
、
野
菜
く
ず
や
残

飯
、
天
ぷ
ら
油
や
サ
ラ
ダ
油

の
廃
油
を
流
さ
な
い
で
く
だ

さ
い
。（
自
宅
の
排
水
管
が
詰

ま
る
一
番
の
原
因
で
す
。）

・
洗
剤
は
、
有
機
リ
ン
を
含
ん

だ
も
の
を
使
用
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。

・
下
水
道
に
有
害
物
質
を
流
さ
な

い
で
く
だ
さ
い
。（
ガ
ソ
リ
ン
、

シ
ン
ナ
ー
、
石
油
、
ア
ル
コ
ー

ル
類
な
ど
揮
発
性
の
高
い
危
険

物
を
流
す
と
、
爆
発
を
起
こ
す

原
因
に
な
り
ま
す
。）

・
公
共
ま
す
に
は
、
雨
水
・
土

砂
・
木
片
・
ビ
ニ
ー
ル
類
を

流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

＊
平
成
16
年
度
整
備
計
画

公
共
下
水
道
事
業
は
、
城
台
、

下
多
功
、
東
館
、
富
士
山
地
区

の
一
部
及
び
上
郷
、
西
汗
、
磯

岡
地
区
の
一
部
の
整
備
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

農
業
集
落
排
水
事
業
は
、
東

部
地
区
の
一
部
管
渠
整
備
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
下
水
道
課

業
務
係

牲
○56
9
1
4
3

公
共
下
水
道
係

牲
○56
9
1
4
4

農
業
集
落
排
水
係

牲
○56
9
1
7
2

農
産
物
や
特
産
品
、
及
び
日

常
生
活
用
品
な
ど
の
販
売
を
通

し
て
、
消
費
者
と
の
交
流
を
図

り
、
ふ
る
さ
と
づ
く
り
と
地
場

産
業
の
振
興
を
目
的
に
朝
市
を

開
催
し
て
い
ま
す
。

商
店
の
人
だ
け
で
な
く
、
農
家

（
採
れ
立
て
野
菜
の
販
売
な
ど
）

や
一
般
の
人
（
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ

19
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町
営
住
宅
入
居
者
募
集

浄

化

槽

補

助

金

下
水
道
で
住
み
よ
い

ま
ち
づ
く
り

「
ふ
れ
あ
い
朝
市
」

出
店
者
募
集



ト
な
ど
）の
参
加
も
大
歓
迎
で
す
。

▼
次
回
開
催
＝
5
月
23
日
隻

▼
問
い
合
せ
先
＝
ふ
れ
あ
い
朝

市
実
行
委
員
会

役
場
商
工
課

内

牲
○56
9
1
5
0

▼
対
象
者
＝
4
月
1
日
現
在
、

次
の
障
害
が
あ
る
人
。
①
身
体
障

害
者
手
帳
1
・
2
級
の
人
②
療
育

手
帳
A
1
・
A
2
の
人
③
障
害
基

礎
年
金
1
級
の
人
④
特
別
児
童
扶

養
手
当
1
級
に
該
当
す
る
児
童
⑤

恩
給
法
第
49
条
別
表
2
項
症
以
上

の
障
害
の
人
⑥
標
準
化
さ
れ
た
個

人
知
能
検
査
に
よ
る
知
能
指
数
が

35
以
下
の
人

▼
年
金
額
＝
年
額
1
万
円

▼
申
請
期
間
＝
5
月
6
日
斥
〜

14
日
昔

▼
申
請
に
必
要
な
も
の
＝
印
か

ん
、
各
障
害
を
証
明
す
る
手
帳
な

ど
、
口
座
振
替
を
希
望
す
る
場
合

は
、
銀
行
又
は
農
協
な
ど
の
通
帳

※
前
年
度
に
受
給
さ
れ
て
い
る
人

は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
健
康
福
祉
課

社
会
福
祉
係

牲
○56
9
1
2
8

▼
応
募
条
件
＝

①
親
子
の
部
＝
平
成
15
年
4
月

1
日
〜
平
成
16
年
3
月
31
日
に

3
歳
児
健
診
を
受
診
し
た
幼
児

と
そ
の
親

②
3
歳
児
の
部
＝
平
成
15
年
4
月

1
日
〜
平
成
16
年
3
月
31
日
に
3

歳
児
健
診
を
受
診
し
た
幼
児

▼
応
募
方
法
・
期
限
＝
健
康
福

祉
課
に
あ
る
所
定
の
申
込
み
用

紙
に
記
入
の
上
、
4
月
30
日
昔

ま
で
に
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
健
康
福
祉
課

保
健
衛
生
係

牲
○56
9
1
3
2

町
で
は
特
定
疾
患
の
治
療
を

受
け
て
い
る
人
に
、
見
舞
金
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者
＝
一
般
特
定
疾
患
医

療
受
給
者
証
、
又
は
小
児
慢
性

特
定
疾
患
医
療
受
診
券
の
交
付

を
受
け
て
い
る
本
人
、
又
は
そ

の
保
護
者
。

▼
見
舞
金
＝
年
額
2
万
円
（
9
月

と
3
月
に
分
け
て
支
給
し
ま
す
。）

▼
申
請
期
間
＝
4
〜
8
月
に
申

請
さ
れ
た
人
に
は
、
9
月
、
3

月
に
支
給
し
ま
す
。（
1
万
円
ず

つ
）
10
〜
3
月
に
申
請
さ
れ
た

人
に
は
、
3
月
に
支
給
し
ま
す
。

（
2
万
円
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の
＝
印
か

ん
、特
定
疾
患
受
給
者
証
、通
帳
等

▼
問
い
合
せ
先
＝
健
康
福
祉
課

社
会
福
祉
係

牲
○56
9
1
2
8

▼
目
的
＝
男
女
共
同
参
画
の
推

進
と
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン

ト
を
図
る
た
め
、
地
域
の
各
分

野
で
積
極
的
に
社
会
活
動
を
行

っ
て
い
る
女
性
を
海
外
に
派
遣

し
、
国
際
的
視
野
を
持
っ
た
地

域
活
動
の
推
進
役
と
な
る
リ
ー

ダ
ー
を
養
成
す
る
。

▼
派
遣
先
＝
フ
ラ
ン
ス
共
和
国

及
び
デ
ン
マ
ー
ク
王
国

▼
派
遣
期
間
＝
10
月
3
日
隻
〜

10
月
12
日
惜
10
日
間

▼
派
遣
人
員
＝
1
名
（
全
体
で

30
名
）

▼
対
象
＝
満
30
歳
以
上
55
歳
未

満
の
女
性
（
平
成
16
年
4
月
1

日
現
在
）

▼
研
修
＝

◎
事
前
研
修
　
日
戻
り
2
回

宿
泊
2
回

研
修
の
趣
旨
、
目
的
等
に
つ

20

重
度
心
身
障
害
者

年
金
支
給

「
よ
い
歯
の
コ
ン
ク

ー
ル
」
募
集

町教育委員会の事業の推進には、皆さんの日ごろからの

ご理解とご支援をいただきありがとうございます。

さて、全国的に児童・生徒に対する「連れ去り事件」や

「声かけ事件」等が多発傾向にありますが、町教育委員会で

は、事故を未然に防止し、本町児童・生徒の安全を確保す

るため、4月の始業式と入学式の日に各小・中学校を通し

て児童・生徒に防犯ブザーを配付することになりました。

つきましては、児童・生徒の安全確保には、学校・家

庭・地域社会で子どもたちを見守ることが大切ですので、

防犯ブザーの音が聞こえましたら、次の点にご協力くださ

るようお願いします。

○防犯ブザーの甲高い音が聞こえましたら、周囲の状況

を確認いただき、児童・生徒の安全確保にご協力をお

願いします。

○危険が予測される場合や事件が発生した場合には、速

やかに110番通報するとともに、学校へもご連絡く

ださい。

○「栃木の子どもをみんなで育てよう」運動（うちの

子・よその子・栃木の子 みんなで育てて明るい未

来）にご協力いただき、地域における安全確保と、児

童・生徒に対して積極的に声をかけてくださるようお

願いします。

▼問い合せ先＝教育総務課 学事係 牲○56 9156

特
定
疾
患
患
者
へ
の

見
舞
金

平
成
16
年
度
栃
木
県

女
性
の
海
外
研
修

参

加

者

募

集

●町教育委員会から●

児童・生徒への防犯ブザーの配付と
安全確保のお願い

お知らせ版



い
て
理
解
を
深
め
る
と
共
に
、

団
員
と
し
て
の
心
構
え
、
及
び

訪
問
国
の
事
情
等
に
つ
い
て
必

要
な
研
修
を
行
う
。

◎
現
地
研
修

訪
問
国
で
の
交
流
、
交
歓
、

施
設
訪
問
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
等

◎
事
後
研
修
　
日
戻
り
2
回
、

宿
泊
1
回

報
告
書
の
作
成
や
研
修
の
成

果
を
事
後
活
動
に
反
映
さ
せ
る

た
め
の
研
修
を
行
う
。

▼
参
加
費
用
＝
1
2
6
、0
0
0

円
（
県
1
／
2

町
1
／
4

本
人
1
／
4
）

▼
募
集
期
間
＝
4
月
5
日
席
〜

5
月
6
日
斥

▼
問
い
合
せ
先
＝
人
権
擁
護
課

牲
○56
9
1
5
2

手
話
を
通
し
て
、
障
害
者
に

対
す
る
理
解
と
認
識
を
深
め
る

と
と
も
に
、
障
害
者
の
社
会
参

加
に
必
要
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育

成
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
講

習
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
間
＝
5
月
8
日
析
〜
8
月

21
日
析
の
毎
週
土
曜
日（
8
月
14

日
を
除
く
）
午
前
10
時
〜
正
午

▼
場
所
＝
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

研
修
室

▼
対
象
＝
町
内
在
住
者
及
び
町

内
の
事
業
所
・
学
校
に
通
う
人

で
、
平
成
16
年
4
月
1
日
現
在
、

義
務
教
育
を
終
了
し
て
い
る
人

▼
定
員
＝
20
人

▼
受
講
料
＝
無
料
（
テ
キ
ス
ト

「
手
話
教
室
　
入
門
」
850
円
）

▼
修
了
証
の
交
付
対
象
＝
全
15

回
中
11
回
以
上
出
席
し
た
人
で

初
級
終
了
に
値
す
る
技
能
を
修

得
し
た
人

▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先
＝

上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

牲
○56
3
1
6
6

視
覚
障
害
者
の
福
祉
向
上
を

図
る
た
め
、
障
害
者
に
対
す
る

理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
地

域
社
会
に
お
い
て
福
祉
活
動
を

実
践
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
、

技
術
を
習
得
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
間
＝
5
月
7
日
昔
〜
8
月

20
日
昔
の
毎
週
金
曜
日
（
8
月
13

日
を
除
く
）
午
前
10
時
〜
正
午

▼
場
所
＝
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

研
修
室

▼
対
象
＝
町
内
在
住
者
及
び
町

内
の
事
業
所
・
学
校
に
通
う
お

お
む
ね
15
歳
以
上
の
人

▼
定
員
＝
10
人
程
度

▼
受
講
料
＝
無
料

▼
修
了
証
の
交
付
対
象
＝
全
15

回
中
11
回
以
上
出
席
し
た
人
で

初
級
終
了
に
値
す
る
技
能
を
修

得
し
た
人

▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先
＝

上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

牲
○56
3
1
6
6

点
字
を
通
し
て
、
障
害
者
に

対
す
る
理
解
と
認
識
を
深
め
る

と
と
も
に
、
障
害
者
の
社
会
参

加
に
必
要
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育

成
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
講

習
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
間
＝
5
月
12
日
戚
〜
8
月

11
日
戚
の
毎
週
水
曜
日
午
前
10

時
〜
正
午

▼
場
所
＝
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

研
修
室

▼
対
象
＝
町
内
在
住
者
及
び
町

内
の
事
業
所
・
学
校
に
通
う
人

▼
定
員
＝
10
人

▼
受
講
料
＝
無
料
（
テ
キ
ス
ト

「
点
訳
の
し
お
り
」
480
円
）

▼
修
了
証
の
交
付
対
象
＝
全
14

回
中
10
回
以
上
出
席
し
た
人
で

初
級
終
了
に
値
す
る
技
能
を
修

得
し
た
人

▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先
＝

上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

牲
○56
3
1
6
6

明
治
中
学
校
の
花
壇
に
植
え

る
花
の
球
根
（
ス
イ
セ
ン
）
を

探
し
て
い
ま
す
。

球
根
を
譲
っ
て
い
た
だ
け
る

人
は
、
左
記
に
連
絡
く
だ
さ
い
。

公
仕
の
遠
井
が
お
伺
い
し
ま
す
。

▼
連
絡
・
問
い
合
せ
先
＝

明
治
中
学
校

牲
○56
3
3
4
6

▼
日
時
＝
4
月
4
日
隻
午
前
8

時
〜
午
後
3
時

▼
場
所
＝
陸
上
自
衛
隊
宇
都
宮

駐
屯
地

▼
内
容
＝
観
閲
式
、
パ
レ
ー
ド
、

模
擬
戦
闘
訓
練
、
装
備
品
展
示
、

ち
び
っ
子
広
場
、
模
擬
売
店
、

音
楽
隊
演
奏
等

▼
問
い
合
せ
先
＝

宇
都
宮
駐
屯
地
広
報
班

牲
0
2
8(

6
5
3)

1
5
5
1

▼
受
験
資
格
＝
○
昭
和
52
年
4

月
2
日
〜
昭
和
58
年
4
月
1
日

生
ま
れ
の
人

○
昭
和
58
年
4
月
2
日
以
降
生

ま
れ
で
次
に
掲
げ
る
人

①
大
学
を
卒
業
し
た
人
及
び
平

成
17
年
3
月
ま
で
に
大
学
を
卒

業
す
る
見
込
み
の
人

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
人
と
同

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
人

▼
申
込
み
期
間
＝
4
月
1
日
斥

〜
16
日
昔

※
申
込
書
の
提
出
は
で
き
る
だ

け
郵
送
に
し
て
く
だ
さ
い
。（
4

月
16
日
消
印
有
効
）
持
参
す
る

場
合
、
受
付
時
間
は
午
前
9
時

〜
午
後
5
時
で
す
。（
土
・
日
曜

日
は
除
く
）

▼
申
込
み
先
＝
第
1
次
試
験
地

21

手
話
講
習
会（
初
級
）

開

催

花
の
リ
サ
イ
ク
ル

お
願
い
し
ま
す

朗
読
講
習
会
開
催

点
字
講
習
会
開
催

陸
上
自
衛
隊
宇
都
宮

駐
屯
地

創
立
54
周

年
記
念
行
事

国
税
専
門
官
募
集

お知らせ版



を
所
轄
す
る
国
税
局
（
沖
縄
国

税
事
務
所
）

▼
試
験
日
・
試
験
種
目
＝

第
1
次
試
験
　
6
月
13
日
隻
教

養
及
び
専
門
試
験
（
多
枝
選
択

式
・
記
述
式
）

第
2
次
試
験
　
7
月
26
日
席
〜

29
日
斥
（
第
1
次
試
験
合
格
通

知
書
で
指
定
す
る
日
）
人
物
試

験
及
び
身
体
検
査

▼
申
込
書
の
請
求
先
・
問
い
合

せ
先
＝

宇
都
宮
税
務
署
（
総
務
課
）

〒
3
2
0
ー
8
6
5
5

宇
都
宮
市
昭
和
2
ー
1
ー
7

牲
0
2
8(

6
2
1)

2
1
5
1

平
成
16
年
6
月
か
ら
関
東
信

越
国
税
局
管
内
の
税
務
署
で
国

税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム

が
導
入
さ
れ
ま
す
。
こ
の
シ
ス

テ
ム
は
、
自
宅
や
事
務
所
等
に

居
な
が
ら
に
し
て
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
て
申
告
や

納
税
が
で
き
る
も
の
で
す
。

▼
開
始
届
出
書
＝
シ
ス
テ
ム
を

利
用
す
る
た
め
に
は
、
開
始
届

出
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
受

付
は
4
月
1
日
斥
か
ら
税
務
署

で
開
始
し
ま
す
。

▼
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
＝

http://w
w
w
.e-tax.nta.go.jp

▼
問
い
合
せ
先
＝

宇
都
宮
税
務
署

牲
0
2
8(

6
2
1)

2
1
5
1

▼
応
募
資
格
＝
宇
都
宮
市
、
河

内
郡
に
居
住
す
る
人

▼
課
題
＝
税
に
関
す
る
も
の

▼
応
募
方
法
＝
応
募
用
紙
（
役

場
税
務
課
窓
口
）
に
必
要
事
項

と
短
歌
を
記
入
し
、
50
円
切
手

を
は
っ
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
期
間
＝
4
月
1
日
斥
〜

30
日
昔

▼
応
募
・
問
い
合
せ
先
＝

〒
3
2
0
ー
0
8
5
1

宇
都
宮
市
鶴
田
町
6
9
2
ー
6

碩
宇
都
宮
法
人
会
内
『
税
の
百

人
一
首
』
実
行
委
員
会
事
務
局

牲
0
2
8(

6
4
8)

9
4
6
6

日
本
郵
政
公
社
は
、
重
度
の

身
体
障
害
者
、
及
び
重
度
の
知

的
障
害
者
で
希
望
さ
れ
る
人
に
、

青
い
鳥
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
オ
リ

ジ
ナ
ル
封
筒
に
、
く
ぼ
み
い
り

通
常
郵
便
葉
書
を
入
れ
て
無
料

で
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者
＝
身
体
障
害
者
（
1
、

2
級
）、
知
的
障
害
者
（
A
1
、

A
2
）

▼
受
付
期
間
＝
4
月
1
日
斥
〜

5
月
31
日
席

▼
配
布
葉
書
＝
く
ぼ
み
入
り
通

22

国
税
電
子
申
告
・
納

税
シ
ス
テ
ム
の
開
始

届
出
書
、
4
月
か
ら

受
付
開
始

「
税
の
百
人
一
首
」

募

集

青
い
鳥
郵
便
葉
書
の

無
料
配
布

お知らせ版

米穀取扱業者

登録制から届出制へ（4月1日～）

この法改正により、現行の計画流通制度（業者登録制度）

が廃止されます。ただし、米不足等の緊急時に的確に対応

する必要があるため、米穀の出荷又は販売の事業を行おう

とする者は届出が必要となります。（事業規模20精米トン

以上）

経過措置として、4月1日現在、現行食糧法に基づく登録

卸売業者、登録小売業者、登録出荷取扱業者及び自主流通

法人については、同日から届出事業者とみなされますので、

改めて届出手続きをする必要はありません。

営利の目的があるなしに関わらず、自己の名義で繰り返

し、①生産者からの委託を受けて米穀を集荷し、有償で他

人に譲渡すること②自ら所有する米穀を、有償で他人に譲

渡することを事業として行う者をいいます。従って、生産

者が自ら生産した米穀を、届出事業者に仲介することなく

直接消費者に販売（産直販売等）する場合も該当します。

新規に事業を始める場合や、年によって20精米トンを前

後する場合等で事業規模を正確に把握できない場合は、届

出時点での取扱予定数量を記入することにより、あらかじ

め「開始届」を提出しておけば安心です。

なお、自ら生産した米穀を届出事業者に出荷又は販売し

た数量は、事業規模の積算にはカウントされません。

▼問い合せ先＝栃木農政事務所 消費流通課 消費拡大係
牲 028(633)3311（内線421）

「主要食料の受給及び価格に関する法律等の一部を改正す
る法律」が4月1日から施行されました

今までの登録業者はどうなるの？

米穀の出荷又は販売の事業を行う者とは？

事業規模20精米トン？



常
郵
便
葉
書

▼
配
布
枚
数
＝
20
枚
／
人

▼
申
込
方
法
＝
お
近
く
の
郵
便

局
に
、
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た

は
療
育
手
帳
を
提
示
し
、
所
定

の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
配
布
方
法
＝
4
月
20
日
惜
以

降
、
郵
送
し
ま
す
。
4
月
20
日
以

降
に
、
住
所
を
受
け
持
つ
集
配
郵

便
局
に
直
接
申
し
込
ま
れ
た
場

合
、
そ
の
場
で
お
渡
し
し
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

日
本
郵
政
公
社

郵
便
事
業

本
部
営
業
企
画
部
（
切
手
、

葉
書
担
当
）

牲
0
3(

3
5
0
4)

4
3
7
1

FAX
0
3(

3
5
9
5)

4
4
8
9

歴

史

▼
日
時
＝
6
月
4
日
〜
8
月
6

日
の
金
曜
日

午
後
6
時
30
分
〜
8
時
30
分

▼
場
所
＝
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

人

物

▼
日
時
＝
6
月
5
日
〜
8
月
7

日
の
土
曜
日

午
前
10
時
〜
正
午

▼
場
所
＝
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

自

然

▼
日
時
＝
6
月
1
日
〜
7
月
27

日
の
火
曜
日

午
後
1
時
〜
3
時

▼
場
所
＝
那
須
野
が
原
ハ
ー
モ

ニ
ー
ホ
ー
ル

郷

土

▼
日
時
＝
6
月
3
日
〜
7
月
29

日
の
木
曜
日

午
後
1
時
〜
3
時

▼
場
所
＝
栃
木
市
国
府
地
区
公

民
館

子
ど
も

▼
日
時
＝
6
月
2
日
〜
8
月
4

日
の
主
に
水
曜
日

午
後
1
時
〜
3
時

▼
場
所
＝
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

生
活
充
実
（
日
本
の
伝
統
文
化
）

▼
日
時
＝
6
月
2
日
〜
8
月
4

日
の
水
曜
日

午
後
6
時
30
分
〜
8
時
30
分

▼
場
所
＝
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

生
活
充
実
（
現
代
新
聞
考
）

▼
日
時
＝
6
月
4
日
〜
7
月
30

日
の
金
曜
日

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

▼
場
所
＝
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

▼
募
集
人
数
＝
各
セ
ミ
ナ
ー
80

人
程
度

▼
受
講
料
＝
1
セ
ミ
ナ
ー
5
、
0

0
0
円
。
夜
間
の
歴
史
セ
ミ
ナ

ー
、
生
活
充
実
セ
ミ
ナ
ー
6
、
0

0
0
円
。
各
セ
ミ
ナ
ー
1
日
目

に
徴
収
し
ま
す
。

▼
募
集
期
間
＝
4
月
12
日
席
〜

5
月
7
日
昔

▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先
＝

蹟
と
ち
ぎ
生
涯
学
習
文
化
財
団

生
涯
学
習
担
当

牲
0
2
8(

6
4
3)

1
0
0
6

▼
期
日
＝
6
月
12
日
析
〜
13
日
隻

▼
内
容
＝
メ
ロ
ン
狩
り
体
験
、
マ

リ
ン
キ
ャ
ン
ド
ル
の
集
い
、
プ
ー

ル
活
動
他

▼
募
集
人
員
＝
栃
木
県
民
で
あ

る
親
子
（
子
ど
も
は
5
歳
以
上
）

250
名
　
祖
父
母
も
可

▼
参
加
費
＝

大
　
人
　
6
、
3
0
0
円

高
校
生
　
4
、
9
0
0
円

中
学
生
　
4
、
1
0
0
円

小
学
生
　
3
、
9
0
0
円

3
歳
以
上
学
齢
前

3
、
1
0
0
円

3
歳
未
満
　
　
4
0
0
円

▼
申
込
み
＝
往
復
ハ
ガ
キ
で
直

接
施
設
へ

記
入
事
項
　
住
所
、
電
話
番
号
、

全
参
加
希
望
者
名
、
年
齢
、
性

別
、
学
年

5
月
12
日
戚
必
着
ま
で

▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先
＝

栃
木
県
立
と
ち
ぎ
海
浜
自
然

の
家

〒
3
1
1
ー
1
4
1

2

茨
城
県
鹿
島
郡
旭
村
玉

田
3
3
6
ー
2

牲
0
2
9
1(

3
7)

4
0
0
4

＊
県
民
の
日
記
念
式
典

▼
日
時
＝
6
月
15
日
惜
午
後
1

時
30
分
〜
3
時

▼
場
所
＝
県
総
合
文
化
セ
ン
タ

ー
サ
ブ
ホ
ー
ル

▼
内
容
＝
各
種
功
労
者
・
教
育

功
労
者
表
彰

＊
古
典
芸
能
「
た
か
ね
の
薪
能
」

▼
日
時
＝
6
月
12
日
析
午
後
6

時
〜
8
時

▼
場
所
＝
高
根
沢
町
元
気
あ
っ

ぷ
む
ら
駐
車
場

▼
定
員
＝
1
、
0
0
0
名

※
各
行
事
に
は
、
入
場
整
理
券

が
必
要
で
す
。
イ
ベ
ン
ト
当
日

は
入
場
整
理
券
を
持
っ
て
い
る

人
が
優
先
的
に
入
場
で
き
ま
す
。

申
込
み
多
数
の
場
合
は
、
抽
選

に
な
り
ま
す
。

▼
入
場
整
理
券
申
込
み
方
法
＝

○
往
復
ハ
ガ
キ
に
イ
ベ
ン
ト
名
、

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
会

場
ま
で
の
交
通
手
段
を
記
入
し

て
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

○
1
つ
の
イ
ベ
ン
ト
に
、
1
枚

の
ハ
ガ
キ
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
観
覧
で
き
る
人
数
は
1

枚
に
つ
き
1
名
と
な
り
ま
す
。

○
各
イ
ベ
ン
ト
、
1
人
1
枚
の

ハ
ガ
キ
を
有
効
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

※
応
募
の
結
果
は
、
往
復
は
が

き
の
返
信
用
ハ
ガ
キ
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。（
5
月
末
予
定
）

▼
応
募
＝
5
月
21
日
昔
ま
で

（
当
日
消
印
有
効
）

▼
問
い
合
せ
先
＝

栃
木
県
県
民
の
日
実
行
委
員

会
事
務
局

牲
0
2
8(

6
2
3)

2
1
5
3
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と
ち
ぎ
県
民
カ
レ
ッ
ジ

主
催
講
座
受
講
生
募
集

と
ち
ぎ
海
浜
自
然
の
家

第
1
回
親
子
の
集
い

県
民
の
日
記
念
行
事

お知らせ版

と
ち
ぎ
学
コ
ー
ス

く
ら
し
と
社
会
コ
ー
ス

出
前
講
座
・

と
ち
ぎ
学
コ
ー
ス



高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
が
国
内
で
発
生
し
ま
し
た
。

こ
の
病
気
は
鳥
類
を
媒
介
と
し

て
感
染
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、

本
町
で
鳥
類
を
飼
育
し
て
い
る

人
の
把
握
を
行
い
た
い
と
思
い

ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
鶏(
チ

ャ
ボ
・
し
ゃ
も
・
烏
骨
鶏
な

ど)

、
ア
ヒ
ル
、
ウ
ズ
ラ
、
鳩
、

小
鳥
な
ど
を
飼
育
さ
れ
て
い
る

人
は
、
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
農

務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
内
容
＝
鳥
の
種
類
・
羽
数
・

飼
育
場
所
等

▼
連
絡
期
日
＝
4
月
20
日
惜
ま
で

▼
連
絡
・
問
い
合
せ
先
＝

農
務
課

農
産
園
芸
係

牲
○56
9
1
3
8

鳥
イ
ン
フ
ル
工
ン
ザ
は
、
こ

の
病
気
に
か
か
っ
た
鶏
の
羽
や

フ
ン
を
吸
い
込
む
な
ど
し
て
、

人
の
体
内
に
大
量
の
ウ
イ
ル
ス

が
入
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、

ご
く
ま
れ
に
感
染
す
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
人
か
ら
人

へ
の
感
染
が
確
認
さ
れ
た
例
は

あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
、
こ
の
病
気
に
か

か
っ
た
鶏
等
が
徹
底
的
に
処
分

さ
れ
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

感
染
す
る
可
能
性
は
き
わ
め
て

低
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

拭
鳥
を
飼
育
し
て
い
る
人
の
留

意
点

・
清
潔
な
状
態
で
飼
育
し
、
ウ

ィ
ル
ス
を
運
ん
で
く
る
可
能

性
が
あ
る
野
鳥
が
、
飼
育
場

所
や
水
源
な
ど
の
近
く
に
来

な
い
よ
う
に
、
防
鳥
ネ
ッ
ト

を
張
る
な
ど
の
対
策
を
取
っ

て
く
だ
さ
い
。

・
鳥
の
排
せ
つ
物
に
触
れ
た
後

に
は
、
手
洗
い
と
う
が
い
を

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
心
配

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
え
さ
の
入
っ
て
い
る
容
器
は
、

外
に
放
置
し
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

・
飼
育
し
て
い
る
鳥
の
健
康
状

態
を
よ
く
観
察
し
ま
し
ょ
う
。

・
飼
育
場
所
の
消
毒
を
励
行
し

ま
し
ょ
う
。
逆
性
（
ア
ル
カ

リ
性
）
の
石
け
ん
水
な
ど
で

十
分
対
応
で
き
ま
す
。

・
飼
育
中
の
鳥
を
処
分
す
る
よ

う
な
こ
と
は
せ
ず
、
冷
静
に

対
応
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

※
も
し
、
飼
育
し
て
い
る
鳥
に

左
記
の
よ
う
な
異
常
を
発
見
し

た
場
合
は
、
県
央
家
畜
保
健
衛

生
所
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○

突
然
の
死
亡

○

呼
吸
器
症
状
・
神
経
症
状

○

顔
面
脚
部
の
腫
れ

○

と
さ
か
の
出
血
斑

○

産
卵
の
低
下
・
停
止

▼
問
い
合
せ
先
＝

県
央
家
畜
保
健
衛
生
所

牲
0
2
8(

6
8
9)

1
2
0
0

植
飼
育
し
て
い
る
鳥
が
死
ん
で

し
ま
っ
た
場
合

・
原
因
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
、

鳥
が
連
続
し
て
死
ん
で
し
ま

っ
た
と
い
う
場
合
は
、
そ
の

鳥
に
素
手
で
触
っ
た
り
土
に

埋
め
た
り
せ
ず
、
な
る
べ
く

早
く
、
県
央
家
畜
保
健
衛
生

所
又
は
町
農
務
課
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

殖
野
鳥
が
死
ん
で
い
る
の
を
見

つ
け
た
場
合

・
野
鳥
は
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
以
外
に
も
様
々
な
細
菌
や

寄
生
虫
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
野
鳥
が
死
ん

で
い
る
の
を
見
つ
け
た
場
合

は
、
細
菌
や
寄
生
虫
に
感
染

し
な
い
よ
う
、
死
亡
し
た
鳥

を
素
手
で
触
ら
ず
に
、
ビ
ニ

ー
ル
袋
に
入
れ
、
き
ち
ん
と

封
を
す
れ
ば
、
廃
棄
物
と
し

て
処
分
す
る
こ
と
も
可
能
で

す
。
複
数
野
鳥
が
死
ん
で
い

る
の
を
確
認
し
た
場
合
は
、

県
央
家
畜
保
健
衛
生
所
又
は

町
農
務
課
、
生
活
環
境
課
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

・
万
一
、
野
鳥
が
密
集
し
て
死

ん
で
い
る
場
合
に
は
、
毒
物

な
ど
を
食
べ
て
死
亡
し
た
こ

と
も
疑
わ
れ
ま
す
。
こ
の
場

合
に
は
、
事
件
の
可
能
性
も

あ
り
ま
す
の
で
、
県
央
家
畜

保
健
衛
生
所
、
石
橋
警
察
署

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

県
央
家
畜
保
健
衛
生
所

牲
0
2
8(

6
8
9)

1
2
0
0

石
橋
警
察
署
生
活
安
全
課

牲
○52
0
1
1
0

農
務
課

農
産
園
芸
係

牲
○56
9
1
3
8

生
活
環
境
課

環
境
係

牲
○56
9
1
3
3
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お知らせ版

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

人
へ
の
感
染

鳥
の
死
亡
原
因
は
様
々
で

す
。
鳥
が
死
ん
だ
か
ら
と
い

っ
て
直
ち
に
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
を
疑
う
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

に
か
か
っ
た
鶏
は
、
次
々
に

死
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
原

因
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
鳥

が
次
々
に
連
続
し
て
死
ん
で

し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
な
い

限
り
、
鳥
イ
ン
フ
ル
工
ン
ザ

を
心
配
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

予
　
　
防



県からのお知らせ 県からのお知らせ 

一定規模以上の大規模行為について、行為着
手の30日前までに届出書を提出していただき、
大規模行為の景観形成基準により景観の誘導を
行う大規模行為届出制度が平成16年4月よりス
タートしました。
1．大規模行為
（1）建築物

（2）工作物
擁壁等（高さ5ｍ超）、電波塔･広告塔等

（高さ15ｍ超）、送電鉄塔等(高さ20ｍ超）
（3）開発行為

土地の区域面積が5haを越えるもの。
2．提出先
町都市計画課
3．景観形成基準
建築物等の位置、規模、形態、意匠、色彩、

材料及び敷地の緑化等の基準
▼問い合せ先＝
栃木県土木部都市計画課事業管理担当
〒320ー8501 宇都宮市塙田1ー1ー20
牲028（623）2463
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大
塚
悦
夫
さ
ん
（
埼
玉
県
狭
山
市
）

２
０
、
０
０
０
円
（
第
2
回
）

星

ア
サ
イ
さ
ん
（
桃
畑
）

１
０
、
０
０
０
円
（
第
8
回
）

匿
名

１
０
、
０
０
０
円

匿
名

２
、
０
０
０
円

勝
姫
稲
荷
神
社
賽
銭
箱
（
城
址
公
園
内
）

１
、
６
２
６
円
（
第
55
回
）

ふ
く
べ
教
室

１
０
、
０
０
０
円
（
第
24
回
）

小
口
俊
子
さ
ん
（
上
郷
5
区
）

３
、
０
０
０
円
（
第
2
回
）

川
崎
紀
三
さ
ん
（
下
町
3
区
）

洋
服

し
め
縄
づ
く
り
協
力
会

１
０
０
、
０
０
０
円
（
第
8
回
）

北
小
地
区
社
協
い
き
い
き
サ
ロ
ン

ぞ
う
き
ん
55
枚
【
福
祉
作
業
所
】

柳
田
傳
郎
さ
ん
（
石
田
下
坪
）

切
手
１
、
４
６
０
円
分

※
【

】
内
は
指
定
払
出
先
＝
寄
付
時
、

使
途
の
指
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
指
定

先
に
払
い
出
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
、
あ
た
た
か
い
こ
こ
ろ
ざ

し
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

〜
善
意
銀
行
〜

近年の土地利用の動向を受け建築基準法が改
正をされましたが、それを受けて栃木県では用
途地域の指定のない区域（市街化調整区域）の
容積率、建ぺい率等の見直しを行い、新たに数
値を指定します。
県が指定するのは、都市計画区域を指定して

いる市町のうち宇都宮市等5市（特定行政庁）
を除き、本町を含めた39市町です。

今後の予定
3月の栃木県都市計画審議会の議を経て、新

しい数値を指定し、5月17日までの間で別に定
める日（未定）から適用します。
内容については、栃木県のホームページに掲

載しています。
▼問い合せ先＝
栃木県土木部建築課 建築指導班
牲028（623）2514

訂正とお詫び

先月配布しました
「平成16年度健康カレ
ンダー」の3ページで、
山崎医院の診療時間が
「木曜・日曜・祝日休
診」となっていました
が、「木曜・祝日・日
曜の午後休診」に訂正
しお詫びいたします。

区 分
届出対象の建築物

高 さ 建築面積

都
市
計
画
区
域

商業地域 31ｍ超 2,000㎡超

上記以外の用途地域 20ｍ超 1,500㎡超

用途地域以外の地域
13ｍ超 1,000㎡超

都市計画区域以外の地域

改正前 改正案

容 積 率 400% 200%

建 ぺ い 率 70% 60%

道 路 斜 線 勾配 1.5 勾配 1.5

隣 地 斜 線 31ｍ＋勾配2.5 20ｍ＋勾配1.25

お知らせ版

栃木県景観条例に基づく
大規模行為の届出制度

都市計画区域のうち用途地域の指定
のない区域（市街化調整区域）にお
ける容積率、建ペい率等の指定

（ ）（ ）




